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京都商工会議所創立 140周年記念事業 

実施事業業務委託先募集要項 

 

１ 事業の趣旨 

京都商工会議所が 140 周年記念を契機に会員企業を始め様々な関係団体に改めて感謝の意を表

するとともに、アフターコロナへ向けより一層地域経済社会に信頼され、必要とされる組織とし

て京都経済再生の起爆剤となるべく新たな成長のための諸事業を展開する。 

 

２ 基本方針と事業イメージ 

 下記 A～C のテーマを軸とする 

 ○VIVID（生きる力）で、ともに考え、ともに行動し、ともに明日をつくる 

○京都経済の再生と新たな成長へ向けて～京都の「生きるちから」でコロナ禍を克服する～ 

  Ａ．今日を生き抜くちからでともに明日をつくる  

 ➾会員企業や様々な団体と京都商工会議所との“つながり”を再確認、強化する。 

  Ｂ．幅広い視点から次世代の知恵を育む  

  ➾これまでの活動（部会・委員会事業、経営支援（コロナ対応を含む）、京都ブランド 

など）を広く周知するとともにアフターコロナへ向け、会員のニーズに的確に対応した新

しい京都商工会議所を発信する。  

  Ｃ.文化の多彩な展開で世界を魅了する京都ブランドへ  

    ➾文化庁京都移転を契機とする、文化と産業の連携強化や世界を魅せる京都ブランドを力強

く発信する。 

・なお、式典・交流会ともに「これからの１０年に向けて」を共通軸のテーマとする 

 

２ 事業の内容 

Ⅰ. 式典 

 事務局案あり（予定） 

 オープニング/式辞/来賓祝辞/来賓紹介/物故者追悼/表彰関係/映像紹介/創立１４０周年 

記念式典宣言/閉会挨拶  

Ⅱ. 交流会 

（１） ステージイベント・ブース出展  

イメージ（案） 

●最新ビジネス・ビジネスモデルの紹介・パネルディスカッション 

  Ex.メタバース、e-スポーツ、DX、EX、SDGs  

●会員企業紹介 ●若手起業家 ●女性活躍等ダイバーシティ ●大学との連携  

●歴史・文化及び京都ブランド ●本所映像コンテンツ発信 ●その他本所事業関連 

（２） 立食スタイルの交流場所及び物販の設置 
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３ 契約条件  

（１）契約形態 

   委託契約とする 

（２）委託金額限度額 

   上限６５０万円（消費税及び地方消費税込み） 

・本事業は、京都府、京都市、京都商工会議所の予算を財源として実施するものであり、

本事業に関する京都府、京都市及び京都商工会議所の予算が成立しなかった場合には、事

業費の変更、また内容を一部変更する場合がある。 

（３）契約期間 

   契約締結日から２０２２年１２月末日までとする。 

 

（４）委託費の支払い条件 

   原則、精算払いとするが、必要に応じて概算払いを認める。 

 

４ 応募資格 

 応募の資格者は、主に京都市内に本社、支店等の拠点がある法人または法人以外の団体とし、

次の要件を満たすものとする。 

（１）本委託事業は京都商工会議所の事業活動及び京都経済について十分理解し、公益に資する

意思をもって本事業に参加する者であること。 

（２）委託事業の実施に当たり、許認可や免許等が必要な場合、その許認可や免許等を受けてい

ること、又はその見込みがあること。 

（３）代表者が成年被後見人、被保佐人、破産者でないこと。 

（４）税金を滞納していないこと 

（５）暴力団、もしくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。 

（６）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

（７）総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係書類を整備していること。 

（８）労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等の労働関係書類を整備していること。 

 

５ 応募手続等 

 プロポーザルに応募するものは、次に示すところにより、別添様式の企画提案書を提出するも

のとする。 

Ⅰ.各種必要書類の提出について 

 （１）提出書類及び提出部数 

    ①企画提案書 １０部 

    ②見積書 １０部 

    ③企画提案者の概要が分かる資料（会社案内等）１部 

    ④提案者の実績を証する印刷物等 １０部 
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（２）提出期限 

   ２０２２年３月２２日（火）１７時（必着） 

（３）提出場所 

   京都商工会議所 総務部 山本・七村 

   〒600-8565  京都市下京区四条室町東入 京都経済センター７F 

     電話 075-341-9741  FAX 075-341-9792 

（４）提出方法 

   持参又は郵送（提出期限内必着で書留郵便に限る）で提出すること。 

 

Ⅱ.本所等に対する質問期限及び回答 

（１）本所に対して質問できる者は、上記「４ 応募資格」を満たしている者とする。 

（２）質問期限 

２０２２年３月１５日（火）１７時（必着）※期限後の質問は一切受け付けない。 

（３）質問方法 

様式は自由とする。以下の宛先に電子メールで問い合わせること。 

京都商工会議所 総務部 山本 

アドレス：soumu@kyo.or.jp 

面接又は電話での質問は受け付けない。 

(４) 回答日及び回答方法 

     原則として質問受理日の翌日から起算して３営業日以内にメールにて返信する。 

 

Ⅲ.注意事項 

（１）提出書類について 

①公募手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

②専門的な知識を持たないものでも理解できるように、極力分かりやすい表現で記載する

こと。 

③提出された提案書に含まれる著作物の著作権は、提案者に帰属するものとする。ただし、

提案内容について情報公開等を求められた場合、当所はその全部又は一部を公開すること

がある。 

（２）失格となる企画提案書 

企画提案書が次の事項の一つ以上に該当する場合には失格となる場合がある。なお、失格

となった場合は、別途通知するものとする。 

①提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。 

②指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

③記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

④虚偽の内容が記載されているもの。 
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（３）その他 

   ①すべての提出書類の作成・提出にかかる費用は、提案者の負担とする。 

②提出された企画提案書は、受託候補者の選定以外には、提案者に無断で使用しないこと

とする。ただし、提案の内容については、今後の参考とすることがある。 

③提出された書類は、受託候補者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成す

ることがある。 

④提出期限以降における企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

⑤すべての提出書類は返却しない。 

 

５ 提案の評価・審査・選定等 

 Ⅰ.審査方法 

   提出された企画提案書及び提案者が行うプレゼンテーションについて、京都商工会議所に 

おける評価会において内容を採点し、同評価会の評価を参考として受託候補者を選定する。 

評価会は非公開とし、採点評価の経過等審査に関する問い合わせには応じない。なお、 

評価会の詳細は、企画提案書提出事業者に別途通知する。 

 Ⅱ.評価基準 

   評価会においては、以下の項目について評価し、総合的な採点を行う。 

 （１）事業の全体方針・基本的な考え方（５％） 

事業の実施目的、内容を理解し、事業の目的を達成するための効果的な提案になって 

いるか。 

（２） 事業遂行のための具体的な方策（６０％） 

① 式典について 

A.事業の内容に従い、円滑に運営できる体制となっているか。 

B.本事業の趣旨に合った心に残る演出の提示 

   ② 交流会について 

A. 事業イメージ案をベースにステージイベントについて円滑に運営できる体制となっ

ているか 

B. 事業イメージ案をベースにブース出展について円滑に運営できる体制となっている

か 

C. 交流会の飲食についてステージやブース・飲食を楽しみながら交流の場を創出でき

ているか。また飲食ありの参加者、飲食なしの参加者が円滑に双方楽しめる提案であ

るか 

D. 飲食について SDG やフードロス、また新たな食の提案など本事業の趣旨に沿った提

案か。またコロナ禍において飲食ができない場合の提案が妥当であるか。 

E. 本事業の趣旨に合った心に残る演出の提示 

F. 交流会会場において当所創立 140 周年のシンボルとなる造形物の提案 
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（３）本事業遂行のためのスケジュール案の妥当性（１０％） 

本事業を確実に実行できるスケジュールとなっているか。 

（４）本事業遂行のための実施体制（１０％） 

提案内容を確実に実行できる実施体制となっているか。 

 （５）見積もり経費について（１０％） 

見積もり経費項目は妥当か。 

 （６）過去における提案者の実績（５％） 

過去の企画等、提案者の過去の実績が優れたものであるか。とくに京都国際会館での 

実績があれば提出すること。 

Ⅲ.受託候補者の決定 

評価会で採点された点数を参考に、受託候補者を決定する。なお、提案内容につき優れたもの

について複数の事業者と契約する場合がある。その際は受託事業者決定前に候補事業者と協議

するものとする。 

Ⅳ.通知 

  審査結果については、全提案者に対して郵送で通知する。 

  通知内容に疑義がある申請者が理由の説明を求める場合は、通知を受け取ってから３営業   

  日以内に、書面で担当部に持参すること。 

Ⅴ.契約 

（１）受託候補者に選定された者と委託見積もり限度額の範囲内で交渉し、協議の上、契約する。 

（２）契約内容は、仕様書及び受託候補者の提案書の内容を踏襲するものとするが、詳細は 

京都商工会議所と受託者との協議の上、決定する。 

（３）企画提案の内容に基づく見積額を契約時に増額することは認めない。ただし、京都商工会

議所に起因する事業により業務量が増大した場合等正当な理由がある場合は、この限りで

はない。また、委託契約金額は提案内容等を勘案して決定するため、必ずしも見積額と同

じにならないことに留意すること。 

 

６ スケジュール（予定） 

 ２０２２年３月１日（火）   公募開始   

 ２０２２年３月２２日（火）  企画提案書の提出期限 

 ２０２２年 4 月上旬      プレゼンテーション、評価会による採点 

 ２０２２年４月中旬      委託先の決定、契約 


